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１．第８期介護保険事業（支援）計画の進捗管理と第９期計画の作成準備

について 

 

（１）第８期介護保険事業（支援）計画の進捗管理等について 

① 第８期介護保険事業（支援）計画の進捗管理について 

地域包括ケアシステムを推進するにあたっては、介護保険事業（支援）計画

に係るＰＤＣＡサイクルを活用し、地域マネジメントを実行していくことが重

要である。 

このため、各都道府県及び市町村におかれては、「介護保険事業（支援）計画

の進捗管理の手引き」(厚生労働省 HP：https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000340994.pdf)

を参考にして、第８期介護保険事業（支援）計画の進捗状況をしっかりと管理

していただきたい。 

また、地域包括ケア「見える化」システムの実行管理機能で定期的にサービ

ス見込み量の計画値と実績値との関係を把握することで、翌年度以降の施策の

立案や予算編成等に活かしていただきたい。特に、実績値が計画値を下回って

いる場合には、その要因を分析した上で、単に公募して参入事業者を待つだけ

でなく、新たな取組を開始するなど、住民に必要なサービス基盤体制が構築で

きるよう、都道府県と市町村とが一丸となった対応をお願いする。 

また、各都道府県及び市町村は、高齢者の自立支援・重度化防止等に関する

取組と目標について、第８期介護保険事業（支援）計画においてもその進捗状

況を踏まえて次年度以降の取組に活用することができるよう、その実績を把握

していくことが重要である。この関係で令和３年度の取組に対する自己評価結

果の都道府県から国への報告は、令和４年３月末を目途に依頼する予定である。 

都道府県におかれては、これら管内市町村の進捗状況を適宜把握した上で、

必要に応じて適切な支援策を講じるようお願いする。 

 

② 地域包括ケア「見える化」システム等を活用した地域分析 

  地域包括ケアシステムを推進するための介護保険事業計画の進捗管理や計

画作成にあたっては、保険者は地域包括ケア「見える化」システム等を活用し

て地域分析を行い、地域の実情や課題を分析することが重要となる。 

このため、地域包括ケア「見える化」システム等を活用した、給付実績の分

析手順や計画作成への活用方法等を記した「介護保険事業（支援）計画作成の

ための地域包括ケア「見える化」システム等を活用した地域分析の手引き」（厚
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生労働省 HP：https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000169786.html）を提供

しているところであり、各市町村においては、当該手引きを活用して引き続き

地域分析を行っていただきたい。 

また、地域包括ケアシステムの推進に当たっては、住民も含めた地域の関係

者間で、地域の課題や解決に向けた取組を共有していくことが重要である。厚

生労働省としては、令和４年３月下旬に予定している地域包括ケア「見える化」

システムの 12.0 次リリースにおいて、システム内の各種データを簡易な操作

で情報集約することのできるダッシュボード機能を実装し、住民を含む関係者

と介護保険事業の状況を共有する取組を支援することとしている。 

 

③ 都道府県による市町村支援について 

各都道府県においても地域包括ケア「見える化」システム等を活用し、管内

市町村の地域課題や地域差を分析し、各市町村の実情に応じた支援を行うこと

が重要となる。これまでも各市町村への研修やアドバイザー派遣等の支援を実

施いただいているところであるが、市町村の取組の底上げのため、各市町村の

保険者機能強化推進交付金の評価結果等も参考にしつつ、支援を希望する市町

村はもとより、支援が必要と考えられる市町村に対してはプッシュ型支援、伴

走型支援についても取り組んでいただくようお願いする。 

各自治体における計画の進捗管理の実施状況等の把握のため、令和４年度に

おいても各地方厚生（支）局による都道府県ヒアリングをさせていただく予定

（令和４年 10 月以降）であるので、ご協力をお願いしたい。 

 

（２）第９期介護保険事業（支援）計画の作成準備について 

  ① 作成スケジュールについて 

第９期計画の作成に向けたスケジュールについては、第８期計画作成時のス

ケジュールを勘案すれば下記と考えられ（ただし、第９期に向けた施策の検討

状況によっては変更があり得る。）、これに間に合うよう支援ツールを準備する

こととしている。都道府県・市町村においても第９期計画作成に向けての準備

に留意をお願いしたい。 

・令和４年の夏頃、計画作成に向けた各種調査等に関する説明会の開催 

（令和４年秋頃から、各自治体において計画作成に向けた各種調査を実施） 

・令和５年３月頃、各種調査結果の活用例の提示 

・令和５年７月頃、第９期計画に関する基本指針（案）の提示。 
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（その後、各自治体において地域包括ケア「見える化」システムを活用し第

９期計画策定に向けた将来推計開始（令和５年度リリース予定）） 

 

② 第９期計画作成に向けた調査について 

「在宅介護実態調査」及び「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」について

は、第８期計画作成にあたって多くの保険者で実施いただいたところであり、

第９期計画作成にあたっても引き続き実施いただきたい。参考資料１ 

また、第８期計画では「介護保険事業計画における施策反映のための手引き」

厚生労働省(HP：https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000532251.pdf）

の中で、新たに３つの調査（「在宅生活改善調査」、「居所変更実態調査」、「介護

人材実態調査」）をお示ししているので、あわせて実施をご検討いただきたい。 

なお、令和４年夏頃に調査説明会を開催し、調査の実施方法や調査結果の活

用方法をお示しすることとしているが、現時点で上記調査の実施方法、調査内

容を大きく変更する予定はない。 

また、令和５年３月頃までに第９期計画作成に向けた各種調査結果の施策反

映の例や集計・分析するための支援ツールを提供する予定である。 
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２．保険者機能強化推進交付金等について 

 

（１）保険者機能強化推進交付金等の実施 

①  保険者機能強化推進交付金等の積極的な活用 

各都道府県におかれては、今般のコロナ禍のもと管内市町村に係る自己点検

結果の取りまとめや評価結果を活用した市町村支援など、本交付金の事務の実

施について特段のご配慮を賜り、厚く御礼申し上げる。 

令和３年度は、昨年度に引き続き、各自治体が可能な限り本交付金を見込ん

で翌年度予算編成を行い、前年度中に新規事業等の実施計画を立てられるよ

う、昨年末に令和４年度分の交付見込額をお示ししたところである。 

令和４年度においても、高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた市町村の

取組や都道府県による市町村支援の取組を着実に実施できるよう、令和３年度

と同額の 400 億円（保険者機能強化推進交付金 200 億円、介護保険保険者努力

推進交付金 200 億円）を令和４年度予算案に計上しているところであり、ま

た、本交付金を活用した各自治体の取組事例についてもお示しする予定である

ので、各都道府県及び市町村におかれては、それらも参考にしながら本交付金

を活用して、高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた必要な取組を進めると

ともに、新たな事業への積極的な展開を含め、各種取組の一層の強化を図って

いただくようお願いする。 

加えて、各都道府県におかれては、これまでの市町村評価結果を活用しなが

ら、管内市町村の実情及び地域課題を分析するとともに、その結果を踏まえて

管内市町村とも連携しつつ、PDCA サイクルによるきめ細かい支援を行うなど、

地域全体の取組の底上げを図っていただくようお願いしたい。参考資料２ 

 

②  令和４年度保険者機能強化推進交付金等の執行 

令和４年度分の本交付金の内示は４月頃を予定しており、これと併せて実施

要綱及び交付要綱を発出する予定である。 

交付額算定通知に定める交付要件及び実施要綱に定める交付金の対象事業の

範囲については、本年度と同様であるが、消費税財源（社会保障の充実経費）

である市町村介護保険保険者努力支援交付金は、介護予防の位置づけを高める

ため、介護予防・健康づくりに関する取組に使途を限定しているので、その範

囲を超えて交付金を充当することがないようご留意いただきたい。 

また、交付スケジュールに関しては、各自治体において円滑に事業を執行で
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きるよう、各都道府県及び市町村からの交付申請書の提出期限を６月とし、交

付決定の時期も７～８月目途を予定しているため、提出物の内容を十分に精査

いただいた上でご提出いただく等、早期執行に向けてご協力をお願いしたい。 

なお、上記の内示額及び交付決定額は、令和３年 12 月 27 日に通知した交付

見込額と同額になることを前提としているので、ご留意いただきたい。 

参考資料３ 

 

③  評価指標による評価結果の更なる「見える化」の推進 

「新経済・財政再生計画 改革工程表 2021」（令和３年 12 月 23 日経済財政

諮問会議）おいて、本交付金等については、「取組状況の「見える化」を着実

に実施する観点から、2022 年度も引き続き都道府県及び市町村の指標項目ご

との得点獲得状況を一般公表するとともに、評価指標における各市町村の得点

状況の分析を行う」とされており、昨年度と同様、本年度末に市町村ごとの得

点獲得状況を厚生労働省ホームページに掲載する予定である。 

また、各市町村が評価指標ごとの全国平均値、都道府県平均値及び他の市町

村の評価結果との比較に加え、経年による評価結果の比較が可能となるよう、

地域包括ケア「見える化」システムの現状分析機能に必要な指標を追加予定で

ある。具体的な内容等は追ってお知らせするのでご了知いただくとともに、更

なる取組の推進に活用いただきたい。 

 

④  評価結果等の分析及び検証 

令和４年度においても、本年度に引き続き、「保険者機能強化推進付金等の

評価指標と活用方策に関する調査研究事業」（以下「調査研究事業」という。）

を実施し、各都道府県及び市町村が実施した評価指標による評価結果等につい

て、学識経験者、市町村及び都道府県職員等から構成される検証委員会及び自

治体ワーキンググループの意見等を踏まえて、分析、検証及び活用方策等に関

する経年的な検討を行う予定としている。 

調査研究事業の実施過程で、高齢者の自立支援・重度化防止に向けた市町村

の取組や都道府県による市町村支援の状況、自己評価結果の活用状況や本交付

金等による取組事例等を把握するために、本年秋以降、各自治体に対しアンケ

ート調査や実地調査を実施する予定としているので、各都道府県及び市町村に

おいては、これらの実施について、ご協力をお願いしたい。 

 

5



⑤  保険者機能強化推進交付金等における自己評価方法の平準化 

本交付金については、国が定める評価指標に基づき、都道府県及び市町村と

もに自己評価を行う仕組みとなっているため、様々な取組の達成状況を適切に

評価するためには、評価指標そのものが客観的であることと合わせ、各自治体

が適切に自己評価できる環境整備が必要である。加えて、市町村が高齢者の自

立支援・重度化防止等に向けて PDCA サイクルを回しながら保険者機能を発揮

するためには、市町村支援を担う都道府県も効果的に関わることが重要であ

る。 

このため、管内市町村による自己評価の平準化を支援し、ひいては管内市町

村への支援の質の向上を図ることが可能となるよう、令和３年度老人保健健康

増進等事業において、該当状況調査の実施過程や自己評価結果の活用にあたっ

ての各都道府県の取組事例を収集した手引きを作成するとともに、評価結果を

市町村へフィードバックあるいは各都道府県の庁内共有が容易となる簡易な分

析ツールを開発する予定である。具体的な内容等は追ってお知らせするのでご

了知いただくとともに、市町村支援に当たってこれらを積極的に活用いただき

たい。 

 

（２）令和５年度保険者機能強化推進交付金等の見直しの方向性と今後の予定 

① 保険者機能強化推進交付金等の見直しの方向性 

本交付金の評価指標については、「新経済・財政再生計画改革工程表

2021」 （令和３年 12 月 23 日経済財政諮問会議決定）において、「アウトカ

ム指標の強化や、地域差の縮減を見据えた自立支援・重度化防止・介護費用の

適正化に関する市町村の取組につながる指標を評価するための必要な検討を行

い、指標の見直しを行う」とされている。 

また、「介護保険制度の見直しに関する意見」（令和元年 12 月 27 日社会保

障審議会介護保険部会）でも、評価指標等について、実態を適切に評価できる

客観的・具体的な指標とすることが重要であることや、各自治体の規模、地域

的特色、体制等の前提条件が異なることも留意しつつ、都道府県による適切な

支援につなげて、全体的な底上げが図られる仕組みとすることなどが求められ

ている。 

本年度は、第８期介護保険事業計画の初年度であることも踏まえ、調査研究

事業において、外部有識者を含む検証委員会及び自治体ワーキングを設置し、

令和４年度評価指標の評価結果を検証した上で、各自治体における経年的な達
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成状況の進捗管理が行えるよう考慮しながら、令和５年度評価指標の見直しや

活用方策の検討を実施している。 

なお、現時点での検討の方向性は以下のとおりであるが、今後、地方自治体

等関係団体との調整等において変更となる可能性がある旨予めご承知願いた

い。 

 

（達成状況を把握するための評価指標の設定）             

令和４年度評価指標について、各評価指標の評価目的等を精査したうえで、

一つの評価指標の中で複数の評価対象が混在した内容や曖昧な表現などを見直

し、評価目的に沿うように文言整理を行うとともに、取組の深度、幅を測れる

よう、市町村指標において階層化を図ったところである。その結果として、自

立支援・重度化防止等に向けた取組がより進んでいる保検者が評価される仕組

みとなり、取組の達成状況の「見える化」も一定程度図られている。 
一方、一部の市町村評価指標では、本年度の評価結果において、市町村規模

によって事業等に取り組むプロセスが異なるため階層化が十分でないことや、

調査研究事業におけるアンケート調査において、解釈の難しさ、地域の実情に

即していないなどの意見があった。 

このため、令和５年度の評価指標については、階層化が十分でない一部の指

標において必要な修正を行うとともに、自己評価の難しい指標に関しては、評

価の目的・趣旨に反しない範囲で、政策的な観点も考慮しつつ文言修正や留意

点の追加等を行う予定である。 

 

（市町村規模等による差の検証） 

令和４年度評価指標について、第 1号被保険者規模別区分（３千人未満／

１万人未満／５万人未満／１０万人未満／１０万人以上）ごとに平均点の差

を検証したところ、一部の評価指標では、第１号被保険者数が３千人未満の

市町村と他の規模別区分の市町村の間で評価結果に差が生じていることに加

え、同規模の自治体間でも異なる評価結果がみられたところである。 

このため、令和５年度評価指標については、指標ごとの評価目的・趣旨に

照らし合わせた上で、地域の実情にあった取組も評価できるよう、引き続

き、政策的な観点も考慮しつつ文言修正や留意点の追加等を行うなど配慮し

ていくとともに、今後、人口規模以外の地域特性によって生じている差の要

因などもデータに基づき検証する予定である。 
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（都道府県による市町村支援の質の向上を目指した都道府県指標の設定）  

令和４年度評価指標について、都道府県による市町村支援の進捗を把握する

ために、「分析・計画」、「支援の実施」及び「支援内容の評価・改善」といっ

た共通的な市町村支援の手順を設定し、その手順に沿って段階的に評価するな

ど、市町村支援の進捗状況が測れるよう、都道府県指標においても階層化を図

ったところである。また、市町村支援の実効性を高める観点から、都道府県に

よる支援によって得られた市町村の取組成果について、市町村及び都道府県の

双方の評価指標で連動させるなどの仕組みを導入したところである。 

その結果として、PDCA サイクルを踏まえた市町村支援を実施している都道

府県がより評価される仕組みとなり、市町村支援の実施状況の「見える化」も

一定程度図られている。 

一方、調査研究事業におけるアンケート調査において、一部の都道府県指標

で自己評価が難しいとの意見があったほか、個別の市町村支援に当たって、都

道府県、市町村ともに「人員体制の不足」や「課題が抽出できていない」とい

った課題が多く挙げられている。 

このため、令和５年度評価指標については、自己評価が難しいと判断された

指標において必要な修正を行うとともに、都道府県指標で設定した市町村支援

の手順の考え方や趣旨等を周知していく予定である。 

 

（交付金の活用方策） 

調査研究事業におけるアンケート調査では、一部の市町村において、新規事

業若しくは既存事業の拡充に本交付金を活用しておらず、その理由として「具

体的な取組のアイディアを見出すことができなかった」とする回答が最も多く

挙げられている。 

保険者機能の強化によって交付金を得て、さらに保険者機能を強化する取組

を推進するといった PDCA サイクルによる好循環を生み出すことが重要であ

り、本交付金を積極的に活用していただきたいと考えている。 

そのため、本年度を予定している市町村ごとの得点獲得状況を一般公表する

際に、本交付金を活用した好事例も含めて厚生労働省ホームページに掲載する

予定であり、ご参考にされたい。 
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② 令和５年度保険者機能強化推進交付金等の今後の予定 

令和５年度分の本交付金に係る評価及び配分については、令和４年度分と同

様に各自治体の翌年度当初予算計上を可能なものとするため、本年７月中を目

途に評価指標を通知し、年内を目途に評価結果及び交付見込額を示す予定であ

る。 

これに伴い、各自治体で行っていただく自己評価については、国に対する提

出期限を本年９月中に設定させていただくとともに、交付見込額を算定するた

めの所要見込額・要件確認等調べを 10 月頃に実施する予定であるので、ご協力

をお願いしたい。 

なお、今般の新型コロナウイルス感染症予防等の影響のため、予定どおり事

業が実施できなかった場合の取扱いについては、本年度と同様に、令和５年度

分の評価点の減算調整は行わないので、念のため申し添える。 
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３．デジタル・ガバメント関係について 

 

（１）地方公共団体における情報システムの標準化について 

 ○ 「デジタル・ガバメント実行計画」（令和２年 12 月 25 日閣議決定）において、

住民基本台帳や社会保険などの市町村が情報システムを構築している業務につい

ては、「地方公共団体における情報システム等の共同利用、手続の簡素化、迅速化、

行政の効率化等を推進するため、地方公共団体の業務プロセス・情報システムの

標準化に取り組む」こととされた。 

 

○ 介護保険に係る業務システムについては、令和３年８月 30 日に介護保険シス

テム標準仕様書【第 1.0 版】を策定したところであり、令和３年度末には標準仕

様書【第 1.1 版】、令和４年夏頃には標準仕様書【第 2.0 版】を策定予定であり、

引き続き必要な協力をお願いしたい。 

 

  ＜標準仕様書【第 1.1 版】における【第 1.0 版】からの主な変更点＞ 

   ・ 【第 1.0 版】の策定段階では反映できなかった保険者からの意見の反映 

   ・ 【第 1.0 版】では参考としていた各種帳票のレイアウトについて、標準と

して統一化を図ることとした 

  ＜【第 2.0 版】に向けて対応すべき事項＞ 

   ・ 今後デジタル庁から示される予定のデータ要件・連携要件の反映 

 

 〇 また、令和３年９月１日に施行された、地方公共団体情報システムの標準化に

関する法律（令和３年法律第 40 号）第８条に基づき、各地方公共団体が利用する

地方公共団体情報システム（同法第２条第１項に規定する「地方公共団体情報シ

ステム」をいう。）は、標準化基準に適合するものでなければならないこととされ、

法的な枠組みとしても整備されている。 

 

 〇 さらに、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和３年 12 月 24 日閣議決

定。以下「重点計画」という。）において、「基幹業務システムを利用する原則全て

の地方公共団体が、目標時期である令和７年度（2025 年度）までに、ガバメント

クラウド上に構築された標準準拠システムへ移行できるよう、その環境を整備す

る」こととされており、引き続き必要な準備を進めていただきたい。参考資料４ 
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 ○ なお、市町村が標準仕様書に基づくシステムへ移行する際の経費等について

は、総務省のデジタル基盤改革支援補助金を活用することが可能であり、「デジ

タル基盤改革支援補助金取扱要領、デジタル基盤改革支援補助事務処理要領

（地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る事業）等の策定につい

て」（令和３年 10 月 13 日付け事務連絡）を、適宜、参照されたい。 

 

（２）介護ワンストップサービスの推進について 

○ 介護保険に係るサービス検索や申請手続のオンライン化（以下「介護ワンスト

ップサービス」という。）については、マイナポータルのサービス検索・電子申請

機能（以下「ぴったりサービス」という。）を活用することとしている。 

 ※ 介護ワンストップサービスの対象手続は以下の９手続。 

 ① 要介護・要支援認定の申請 

 ② 居宅介護（予防）サービス計画作成（変更）依頼の届出 

 ③ 負担割合証の再交付申請 

 ④ 被保険者証の再交付申請 

 ⑤ 高額介護（予防）サービス費の支給申請 

 ⑥ 介護保険負担限度額認定申請 

 ⑦ 居宅介護（介護予防）福祉用具購入費の支給申請 

 ⑧ 居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請 

 ⑨ 住所移転後の要介護・要支援認定申請 

 

○ 重点計画においては、国民の利便性の向上を図る観点から、介護の行政手続き

のワンストップ化を推進することとされており、「令和４年度にはマイナポータ

ルからマイナンバーカードを用いて、子育て・介護に関連する手続のオンライン

申請に対応できるよう、地方公共団体のシステム改修等の支援を行う」とされて

いる。参考資料４ 

 

○ 介護ワンストップサービスの導入に係る経費については、デジタル基盤改革支

援補助金（※１）や介護保険事業費補助金（※２）を活用することができること

から、被保険者の利便性向上のために、令和４年度中の導入の積極的な検討をお

願いする。 
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 （※１）総務省の補助金。子育て及び介護に係る手続について、マイナポータルと自治体の

基幹システムのオンライン接続に係る経費の１/２を補助。 

 （※２）厚生労働省の補助金。介護ワンストップサービスの対象となる手続の電子申請を開

始する場合の介護保険システムに改修に係る経費の１/２を補助。なお、デジタル基

盤改革支援補助金の対象となっている部分については補助の対象外。 
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４．新型コロナウイルス感染症の影響に伴う第 1号保険料減免について 

 

○ 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による保険料

の減免措置を講じた保険者に対する国からの財政支援については、令和３年度

は、要件を満たした保険者に対して、減免額全額について支援を実施してい

る。参考資料５ 

 

○ 令和４年度における国からの財政支援の在り方については、現在検討中であ

る。 

  なお、各保険者は条例の定めるところにより、特別な理由のある者に対して

保険料の減免を行うことが可能であるが、当該減免に係る財政負担が保険賦課

総額の３％を超える場合には、特別調整交付金により、国は当該保険者に対し

て減免額の８/10 を交付することとしている。 
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５．東日本大震災に伴う利用者負担等減免措置に対する財政支援について 

 

○ 被災当時に東京電力福島第一原子力発電所の事故に係る避難指示区域等に居住

していた方（震災後、他市町村に転出した者を含む。）の利用者負担や介護保険料

については、保険者が行った減免に要する費用全額に対して、国として財政支援

を行っている。参考資料６ 

 

○ 令和４年度における財政支援の内容等については、「東日本大震災により被災

した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について」（令

和４年２月 22 日付け事務連絡）においてお示ししたとおりである。具体的には、

避難指示の区域指定が継続している帰還困難区域については昨年度と同様の対応

を継続することとし、既に区域指定が解除されている旧避難指示区域等（注１）

については上位所得者を除き財政支援を継続することとしている。各都道府県に

おかれては、管内市町村に対して、対象者及び事業所への周知徹底をお願いす

る。 

 

 保険料減免 利用者負担減免 

帰還困難区域 令和５年３月まで実施 令和５年２月（サービス提

供分）まで実施 

旧避難指示区域等 令和５年３月まで実施 

※上位所得層(注 2)は対象外 

令和５年２月（サービス提

供分）まで実施 

※上位所得層(注 2)は対象外 

 

（注１）旧避難指示区域等とは、以下の区域等をいう。 

（a） 平成 25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等（特定避難勧奨地点を含む。） 

（b） 平成 26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等（田村市の一部、川内村の

一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点） 

（c） 平成 27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域（楢葉町の一部） 

（d） 平成 28年度及び平成 29 年度に指定が解除された旧居住制限区域等（葛尾村の一部、

川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡

町の一部） 

（e）  令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等（双葉町の一部、大熊町の一部及び

富岡町の一部） 
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（注２）被保険者個人の合計所得金額（※１）（租税特別措置法（昭和 32 年法律第

26 号）に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額（※

２）の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た

額）633 万円以上を基準とする。 

（※１） 平成 30年度税制改正に伴う所得指標の見直しを反映させた後の合計所得金額。 

（※２） 具体的には、以下の（１）～（８）となる。 

 （１） 収用交換等のために土地等を譲渡した場合の 5,000 万円（最大） 

 （２） 特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲

渡した場合の 2,000 万円（最大） 

 （３） 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の 1,500 万円（最大） 

 （４） 農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の 800 万円（最大） 

 （５） 居住用財産を譲渡した場合の 3,000 万円（最大） 

 （６） 特定の土地（平成 21 年及び平成 22 年に取得した土地等であって所有期間が５

年を超えるもの）を譲渡した場合の 1,000 万円（最大） 

 （７） 令和２年７月１日から令和４年 12 月 31 日までの間に低未利用土地等を譲渡し

た場合の 100 万円（最大） 

 （８） 上記の（１）～（７）のうち２つ以上の適用を受ける場合の最高限度額 5,000

万円（最大） 

 

○ 令和４年度における財政支援については、保険者による利用者負担又は保険

料の減免額の 10 分の２に相当する額を介護保険災害臨時特例補助金の対象に、

10 分の８に相当する額を特別調整交付金の対象にする予定であるので、補助金

の申請等に当たっては十分ご留意いただき、遺漏なきよう対応されたい。 
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６．介護分野の文書に係る負担軽減について 

 

（１）「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」について 

都道府県・市区町村の担当者及び介護事業関係者が協働で文書に係る負担軽減

の方策を検討する「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」（以下

「専門委員会」という。）における令和元年 12 月の中間取りまとめを踏まえ、指

定申請・報酬請求・実地指導の文書の「簡素化」・「標準化」・「ＩＣＴ等の活用」

について順次検討し、取組を行ってきたところである。 

各都道府県等におかれては、文書負担軽減が都道府県・市区町村・介護事業関

係者のそれぞれにメリットがあることをご理解いただき、引き続き、 

   ①各都道府県等が指定権者となる介護保険サービスについての必要な対応 

   ②管内市町村への周知徹底や取組支援 

をお願いしたい。 

 

（２）各指定権者における具体的取組について 

  （専門委員会の中間とりまとめを踏まえた対応について） 

 ①これまでにお示ししている各取組について 

  専門委員会の中間とりまとめを踏まえた対応については、これまで「社会保障審

議会介護保険部会『介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会』中間とり

まとめを踏まえた対応について」（令和２年３月６日老発０３０６第８号）、「社会

保障審議会介護保険部会『介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会』中

間とりまとめを踏まえた対応について（その２）」（令和３年３月 30 日老発０３３

０第１号）にて、以下の事項についてお示ししている。各指定権者におかれては、

当該通知を踏まえた適切な対応を図られるようお願いしたい。（詳細は当該通知及

び関連の通知・事務連絡を確認されたい。） 

  ・押印及び原本証明の見直しによる簡素化 

  ・提出方法（持参・郵送等）の見直しによる簡素化 

  ・「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」様式例の簡素化 

  ・人員配置に関する添付資料の簡素化 

  ・施設・設備・備品等の写真の簡素化 

  ・介護職員処遇改善加算／特定処遇改善加算の申請様式の簡素化 

  ・介護医療院への移行にかかる文書の簡素化 

  ・実地指導に際し提出する文書の簡素化及び ICT 等の活用 
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  ・指定申請関連文書の標準化 

  ・実地指導の「標準化・効率化指針」を踏まえた標準化 

  ・申請様式のホームページにおけるダウンロード 

  ・運営規程等に記載する従業員の「員数」の取扱い 

  ・変更届に添付を求める書類の標準化 

  ・変更届の提出が遅延した場合の遅延理由書について 

  ・更新申請時に求める文書の簡素化 

  ・複数の指定を受ける事業所に関する簡素化 

  ・指定の有効期間の定めに関する弾力的な運用について 

  ・実地指導等について 

 ②令和３年度の取組について 

第９回専門委員会（令和４年１月 20 日）における議論を踏まえ、各種加算の届

出書等の様式例、総合事業の指定申請等の様式例を整備し、令和４年３月末まで

にお示しする予定であるので、ご活用をお願いしたい。 

 

（３）介護事業所の指定申請等の電子申請・届出システムの構築について 

   介護サービス事業所の指定申請等について、対面を伴わない申請書類等の提出

を実現するため、介護サービス情報公表システムを改修し、電子申請・届出シス

テムの構築を進めている。 

   今後、参加自治体の募集、利用開始の準備・調整等を経て、第１期の参加自治

体では令和４年度下期頃からの運用開始を想定しており、その後、段階的に参加

自治体を拡大予定である。進捗状況や当該システムに関する情報は逐次お知らせ

するので、了知されたい。 

   なお、総合事業の指定申請等に関しては、令和４年度にシステム改修を行い、

電子申請・届出システムの対象に追加する予定である。参考資料７ 
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７．令和３年度介護保険事業状況報告の様式の見直しについて 

 

令和３年８月からの補足給付及び高額介護サービス費に係る制度改正等に伴

い、令和３年度介護保険事業状況報告（年報）の様式については、参考資料８の

とおり見直すことを予定しているので、管内保険者への周知をお願いする。詳細

は追って事務連絡によりお示しする予定である。 

なお、令和４年度介護保険事業状況報告（月報）の様式については、現時点で

変更の予定はない。 
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８．社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る
利用者負担軽減制度事業等について 

 

○ 社会福祉事業の実施を任務とし、税制優遇措置等を受けている社会福祉法人が

低所得者の負担軽減を行うことは、法人本来の使命という考えの下、社会福祉法

人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度

事業（以下「社福軽減事業」という。）については、低所得者の介護保険サービス

の利用促進等の観点から事業化している。参考資料９ 

 

○ 社福軽減事業は全ての自治体において利用可能とすることが重要であること

から、これまでも社福軽減事業を未実施である市町村に対しては要綱整備に係る

働きかけを行ってきた。 

 

○ また、令和３年８月からの補足給付の見直し等にあたっても、社福軽減事業の

活用等を推進することが重要であることから、今年度は事業未実施の市町村（令

和３年 11 月時点：41保険者）に対して状況確認調査を行い、ほぼ全ての市町村で

今年度又は令和４年度から社福軽減事業の要綱を整備すると回答いただいたとこ

ろである。現時点で未実施の市町村においては、事業実施に向けて早期に準備を

行っていただくことをお願いする（必要に応じて厚生労働省から個別に状況確認

する場合がある）。 

 

○ また、各都道府県においても、管内で事業を未実施である社会福祉法人に対し

ては、事業実施に係る一層の働きかけをお願いする。 
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参考資料１ 

事 務 連 絡 

令和３年 10 月１日 

各都道府県 

各市町村  介護保険担当課（室）御中 

厚生労働省老健局介護保険計画課 

 

第９期介護保険事業（支援）計画作成に向けた調査について 

 

高齢者保健福祉行政の推進につきましては、日頃より格別の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。 

 昨年度、各自治体におきまして第８期介護保険事業（支援）計画を作成いただいたところですが、９期

計画作成のために実施していただきたい各種調査について、下記のとおり情報提供します。 

９期計画作成に向けた調査項目や手引き等は、令和４年度にお示しする予定ですが、予算の確保等、実

施に係る準備についてご対応いただきますようお願いいたします。 

 
記 

 

 

１ 在宅介護実態調査の実施について 

（１）実施目的 

これまでの「地域包括ケアシステムの構築」という観点に加え、「介護離職をなくしていくために

はどのようなサービスが必要か」といった観点を盛り込むため、「高齢者等の適切な在宅生活の継続」

と「家族等介護者の就労継続」の実現に向けた介護サービスの在り方を検討することを目的として、

主に在宅で要支援・要介護認定を受けている方を対象として調査を実施するものです。 

８期計画では、「介護保険事業計画における施策反映のための手引き」の中で、新たに３つの調査

（「在宅生活改善調査」「居所変更実態調査」「介護人材実態調査」）をお示ししているので、あわせ

て実施をご検討ください。 

なお、令和２年度老人保健健康等増進事業「在宅介護実態調査結果の分析に関する調査研究事業」

では、各種調査の８期計画作成時の実施状況や在宅介護実態調査の全国集計を掲載しています。 

 

（２）調査項目・調査方法について 

   調査項目・調査方法は８期計画から大きく変更する予定はありません。 

「在宅介護実態調査 実施のための手引き」（以下、「手引き」という。）では「手法Ⅰ：認定調査

員による聞き取り調査」「手法Ⅱ：郵送調査（接続方式）」「手法Ⅲ：郵送調査（非接続方式）」の３

つを示しています。自治体の規模や必要サンプル数などによって、実施方法や実施期間を検討して

ください。（手引き P,4～8 参照）その際、要介護（要支援）更新認定における有効期間の延長（令
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和３年４月介護保険法施行規則の一部改正（令和３年２月 26 日局長通知））による影響も考慮の上

ご判断ください。 

 

（３）参考資料等 

○在宅介護実態調査 実施のための手引き 

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138616.pdf 

○在宅介護実態調査 活用のための手引き 

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000154924.pdf 

○介護保険事業計画における施策反映のための手引き 

https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000532251.pdf 

○令和２年度の老人保健健康等増進事業の報告書「在宅介護実態調査結果の分析に関する調査研究

事業」 

https://www.murc.jp/report/rc/policy_rearch/public_report/koukai_210423/ 

○令和３年８月 23日事務連絡「認定ソフト 2021(SP1)のリリースに伴う在宅介護実態調査の運用に

ついて」 

   https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000822482.pdf 

   （掲載ページ：https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000154928.html） 

  ○令和３年２月 26日局長通知「老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布について」 

   https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0226184420626/ksvol.924.pdf 

 

 

２ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査について 

（１）実施目的 

保険者が、一般高齢者、介護予防・日常生活支援総合事業対象者、要支援者を対象に、日常生活

圏域ごとに、地域の抱える課題の特定（地域診断）に資することなどを目的として実施するもので

す。からだを動かすこと、食べること、毎日の生活、地域での活動、たすけあい、健康などに関す

る項目を調査します。 

なお、地域診断支援情報送信ソフトを使用して介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の調査結果デー

タを地域包括ケア「見える化」システムに登録すると、自地域のデータの経年比較や他地域のデータ

との地域間比較を行うことが可能となります。 

 

（２）実施方法 

   調査項目・調査方法は８期計画から大きく変更する予定はありません。 
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（３）参考資料等 

  ○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査について 

https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000532246.pdf 

  ○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査実施の手引き 

  https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000560423.pdf 

  

 （以下略） 
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町

村
民

税
本

人
非

課
税

者
で

、
公

的
年

金
等

収
入

金
額

と
合

計
所

得
金

額
の

合
計

が
80

万
円

超
の

者
等

）

65

KAGJO
四角形

KAGJO
テキスト ボックス
参考資料８




認
定

件
数

(当
年

度
末

現
在

)
(当

年
度

末
現

在
)

老
福

受
給

者
等

老
福

受
給

者
等

認
定

件
数

認
定

件
数

認
定

件
数

認
定

件
数

認
定

件
数

(当
年

度
末

現
在

)
(当

年
度

末
現

在
)

(当
年

度
末

現
在

)
(当

年
度

末
現

在
)

認
定

件
数

認
定

件
数

認
定

件
数

認
定

件
数

認
定

件
数

認
定

件
数

利
用

者
負

担
第

二
段

階
免

　
除

利
用

者
負

担
第

三
段

階
減

　
額

認
定

件
数

認
定

件
数

利
用

者
負

担
第

二
段

階
免

　
除

認
定

件
数

認
定

件
数

(当
年

度
末

現
在

)
(当

年
度

末
現

在
)

(当
年

度
末

現
在

)
(当

年
度

末
現

在
)

利
用

者
負

担
第

三
段

階

認
定

件
数

認
定

件
数

認
定

件
数

認
定

件
数

減
　

額

(7
) 
介

護
老

人
福

祉
施

設
旧

措
置

入
所

者
に

係
る

減
額

・免
除

認
定

（総
数

）
(7

) 
介

護
老

人
福

祉
施

設
旧

措
置

入
所

者
に

係
る

減
額

・免
除

認
定

（総
数

）
特

定
負

担
限

度
額

利
用

者
負

担
特

定
負

担
限

度
額

利
用

者
負

担

申
請

件
数

申
請

件
数

申
請

件
数

申
請

件
数

食
　

費
居

住
費

食
　

費
居

住
費

認
定

件
数

認
定

件
数

(当
年

度
末

現
在

)
(当

年
度

末
現

在
)

免
　

除
免

　
除

認
定

件
数

認
定

件
数

認
定

件
数

認
定

件
数

(当
年

度
末

現
在

)
(当

年
度

末
現

在
)

減
　

額
減

　
額

認
定

件
数

認
定

件
数

利
用

者
負

担
利

用
者

負
担

申
請

件
数

申
請

件
数

(当
年

度
末

現
在

)

(6
) 
利

用
者

負
担

減
額

・免
除

認
定

（総
数

）
(6

) 
利

用
者

負
担

減
額

・免
除

認
定

（総
数

）

認
定

件
数

認
定

件
数

利
用

者
負

担
第

一
段

階

認
定

件
数

(当
年

度
末

現
在

)

利
用

者
負

担
第

二
段

階

認
定

件
数

認
定

件
数

(当
年

度
末

現
在

)

利
用

者
負

担
第

一
段

階

認
定

件
数

認
定

件
数

(当
年

度
末

現
在

)

認
定

件
数

(当
年

度
末

現
在

)

利
用

者
負

担
第

三
段

階
①

認
定

件
数

利
用

者
負

担
第

二
段

階

認
定

件
数

(当
年

度
末

現
在

)
(当

年
度

末
現

在
)

認
定

件
数

認
定

件
数

認
定

件
数

認
定

件
数

利
用

者
負

担
第

三
段

階

食
　

費
食

　
費

（居
住

費
）

滞
在

費
食

　
費

（居
住

費
）

滞
在

費
食

　
費

（居
住

費
）

滞
在

費

利
用

者
負

担
第

三
段

階
②

食
　

費
居

住
費

食
　

費
居

住
費

食
　

費
居

住
費

（居
住

費
）

滞
在

費
食

　
費

居
住

費
食

　
費

居
住

費
居

住
費

食
　

費
居

住
費

食
　

費
居

住
費

食
　

費
居

住
費

食
　

費
居

住
費

食
　

費

申
請

件
数

合
　

　
計

申
請

件
数

介
護

老
人

福
祉

施
設

介
護

老
人

保
健

施
設

介
護

療
養

型
医

療
施

設
介

護
医

療
院

地
域

密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施

設
入

所
者

生
活

介
護

介
護

老
人

福
祉

施
設

介
護

老
人

保
健

施
設

介
護

療
養

型
医

療
施

設
介

護
医

療
院

地
域

密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施

設
入

所
者

生
活

介
護

そ
の

他
合

　
　

計
そ

の
他

１
．

一
般

状
況

（続
き

）
１

．
一

般
状

況
（続

き
）

（令
和

　
　

年
度

）
（令

和
　

　
年

度
）

保
険

者
番

号
：□

□
□

□
□

■
保

険
者

番
号

：□
□

□
□

□
■

(５
) 
食

費
・居

住
費

に
係

る
負

担
限

度
額

認
定

（総
数

）
(5

) 
食

費
・居

住
費

に
係

る
負

担
限

度
額

認
定

（総
数

）

新
旧

（様
式

１
の

２
）

（様
式

１
の

２
）

介
護

保
険

事
業

状
況

報
告

介
護

保
険

事
業

状
況

報
告

保
険

者
名

：
保

険
者

名
：
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認
定

件
数

(当
年

度
末

現
在

)
(当

年
度

末
現

在
)

老
福

受
給

者
等

老
福

受
給

者
等

認
定

件
数

認
定

件
数

認
定

件
数

認
定

件
数

認
定

件
数

(当
年

度
末

現
在

)
(当

年
度

末
現

在
)

(当
年

度
末

現
在

)
(当

年
度

末
現

在
)

認
定

件
数

認
定

件
数

認
定

件
数

認
定

件
数

認
定

件
数

認
定

件
数

利
用

者
負

担
第

二
段

階
免

　
除

利
用

者
負

担
第

三
段

階
減

　
額

認
定

件
数

認
定

件
数

利
用

者
負

担
第

二
段

階
免

　
除

認
定

件
数

認
定

件
数

(当
年

度
末

現
在

)
(当

年
度

末
現

在
)

(当
年

度
末

現
在

)
(当

年
度

末
現

在
)

利
用

者
負

担
第

三
段

階

認
定

件
数

認
定

件
数

認
定

件
数

認
定

件
数

減
　

額

(1
0)

 介
護

老
人

福
祉

施
設

旧
措

置
入

所
者

に
係

る
減

額
・免

除
認

定
（再

掲
：第

２
号

被
保

険
者

分
）

(１
０

) 
介

護
老

人
福

祉
施

設
旧

措
置

入
所

者
に

係
る

減
額

・免
除

認
定

（再
掲

：第
２

号
被

保
険

者
分

）
特

定
負

担
限

度
額

利
用

者
負

担
特

定
負

担
限

度
額

利
用

者
負

担

申
請

件
数

申
請

件
数

申
請

件
数

申
請

件
数

食
　

費
居

住
費

食
　

費
居

住
費

認
定

件
数

認
定

件
数

(当
年

度
末

現
在

)
(当

年
度

末
現

在
)

免
　

除
免

　
除

認
定

件
数

認
定

件
数

認
定

件
数

認
定

件
数

(当
年

度
末

現
在

)
(当

年
度

末
現

在
)

減
　

額
減

　
額

認
定

件
数

認
定

件
数

利
用

者
負

担
利

用
者

負
担

申
請

件
数

申
請

件
数

(当
年

度
末

現
在

)

(９
) 
利

用
者

負
担

減
額

・免
除

認
定

（再
掲

：第
２

号
被

保
険

者
分

）
(９

) 
利

用
者

負
担

減
額

・免
除

認
定

（再
掲

：第
２

号
被

保
険

者
分

）

認
定

件
数

認
定

件
数

利
用

者
負

担
第

一
段

階

認
定

件
数

(当
年

度
末

現
在

)

利
用

者
負

担
第

二
段

階

認
定

件
数

認
定

件
数

(当
年

度
末

現
在

)

利
用

者
負

担
第

一
段

階

認
定

件
数

認
定

件
数

(当
年

度
末

現
在

)

認
定

件
数

(当
年

度
末

現
在

)

利
用

者
負

担
第

三
段

階
①

認
定

件
数

利
用

者
負

担
第

二
段

階

認
定

件
数

(当
年

度
末

現
在

)
(当

年
度

末
現

在
)

認
定

件
数

認
定

件
数

認
定

件
数

認
定

件
数

利
用

者
負

担
第

三
段

階

食
　

費
食

　
費

（居
住

費
）

滞
在

費
食

　
費

（居
住

費
）

滞
在

費
食

　
費

（居
住

費
）

滞
在

費

利
用

者
負

担
第

三
段

階
②

食
　

費
居

住
費

食
　

費
居

住
費

食
　

費
居

住
費

（居
住

費
）

滞
在

費
食

　
費

居
住

費
食

　
費

居
住

費
居

住
費

食
　

費
居

住
費

食
　

費
居

住
費

食
　

費
居

住
費

食
　

費
居

住
費

食
　

費

申
請

件
数

合
　

　
計

申
請

件
数

介
護

老
人

福
祉

施
設

介
護

老
人

保
健

施
設

介
護

療
養

型
医

療
施

設
介

護
医

療
院

地
域

密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施

設
入

所
者

生
活

介
護

介
護

老
人

福
祉

施
設

介
護

老
人

保
健

施
設

介
護

療
養

型
医

療
施

設
介

護
医

療
院

地
域

密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施

設
入

所
者

生
活

介
護

そ
の

他
合

　
　

計
そ

の
他

１
．

一
般

状
況

（続
き

）
１

．
一

般
状

況
（続

き
）

（令
和

　
　

年
度

）
（令

和
　

　
年

度
）

保
険

者
番

号
：□

□
□

□
□

■
保

険
者

番
号

：□
□

□
□

□
■

(8
) 
食

費
・居

住
費

に
係

る
負

担
限

度
額

認
定

（再
掲

：第
２

号
被

保
険

者
分

）

新
旧

（様
式

１
の

３
）

（様
式

１
の

３
）

介
護

保
険

事
業

状
況

報
告

介
護

保
険

事
業

状
況

報
告

保
険

者
名

：
保

険
者

名
：

(8
) 
食

費
・居

住
費

に
係

る
負

担
限

度
額

認
定

（再
掲

：第
２

号
被

保
険

者
分

）
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（略
）

（略
）

件
数

（３
）－

２
　

高
額

介
護

(介
護

予
防

)サ
ー

ビ
ス

費
（年

間
上

限
）

給
付

費

件
数

世
帯

合
算

そ
の

他
計

オ
　

合
計給

付
費

給
付

費

件
数

２
．

保
険

給
付

決
定

状
況

（
続

き
）

（令
和

　
　

年
度

）

（３
）－

１
 高

額
介

護
(介

護
予

防
)サ

ー
ビ

ス
費

　

ア
　

利
用

者
負

担
第

四
段

階

計

件
数

ウ
　

利
用

者
負

担
第

二
段

階

世
帯

合
算

そ
の

他

給
付

費

件
数

給
付

費

世
帯

合
算

旧
新

保
険

者
名

：

（様
式

２
の

７
）

介
護

保
険

事
業

状
況

報
告 保

険
者

番
号

：□
□

□
□

□
■

（様
式

２
の

７
）

介
護

保
険

事
業

状
況

報
告

（令
和

　
　

年
度

）
保

険
者

番
号

：□
□

□
□

□
■

保
険

者
名

：

件
数

イ
　

利
用

者
負

担
第

三
段

階
 

エ
　

利
用

者
負

担
第

一
段

階

世
帯

合
算

そ
の

他
計

そ
の

他
計

世
帯

合
算

そ
の

他
計

給
付

費

２
．

保
険

給
付

決
定

状
況

（
続

き
）

（３
）－

１
 高

額
介

護
(介

護
予

防
)サ

ー
ビ

ス
費

　

ア
　

利
用

者
負

担
第

四
段

階

世
帯

合
算

そ
の

他
計

①
令

和
３

年
４

月
支

出
決

定
分

か
ら

令
和

３
年

８
月

支
出

決
定

分

件
数

給
付

費

イ
　

利
用

者
負

担
第

三
段

階
 

世
帯

合
算

そ
の

他
計

件
数

給
付

費

ウ
　

利
用

者
負

担
第

二
段

階

世
帯

合
算

そ
の

他
計

件
数

給
付

費

エ
　

利
用

者
負

担
第

一
段

階

世
帯

合
算

そ
の

他
計

件
数

給
付

費

オ
　

合
計

世
帯

合
算

そ
の

他
計

ア
　

利
用

者
負

担
第

四
段

階

世
帯

合
算

そ
の

他
計

②
令

和
３

年
９

月
支

出
決

定
分

か
ら

令
和

４
年

３
月

支
出

決
定

分

（３
）－

２
　

高
額

介
護

(介
護

予
防

)サ
ー

ビ
ス

費
（年

間
上

限
）

（ア
）利

用
者

負
担

第
四

段
階

（現
役

並
み

所
得

者
Ⅲ

）

世
帯

合
算

そ
の

他
計

件
数

給
付

費

（イ
）利

用
者

負
担

第
四

段
階

（現
役

並
み

所
得

者
Ⅱ

）

世
帯

合
算

そ
の

他
計

件
数

給
付

費

（ウ
）利

用
者

負
担

第
四

段
階

（現
役

並
み

所
得

者
Ⅰ

、
一

般
）

世
帯

合
算

そ
の

他
計

件
数

給
付

費

イ
　

利
用

者
負

担
第

三
段

階
 

世
帯

合
算

そ
の
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介護保険事業状況報告（年報）  記載要領 新旧対照表 

 

新 旧 
介護保険事業状況報告（年報）記載要領 

 

１．一般状況（様式１から様式１の７） 

（１）～（４） （略） 

（５）「（５）食費・居住費にかかる負担限度額認定（総

数）」には、食費・居住費に係る負担限度の減額申請

件数及び減額認定件数について記入すること。 

① 施行法第１３条の規定により平成１２年４月１

日の時点で既に介護老人福祉施設に入所していた

者（以下「旧措置入所者」という。）に係る負担減

額認定及び市町村民税課税層における特例減額措

置の適用がある者については本欄に含めず、（７）

表及び（１１）表に記入すること。 

② 本表は、当該年度中に受け付けた申請件数及び

決定した食費及び居住費についてそれぞれの認定

件数を記入すること。なお、令和３年７月以前に

申請があった者に係る認定において、「利用者負担

第三段階」と認定された者の件数、給付費は「利

用者負担第三段階①」に記入すること。 

③ 「申請件数」欄については、申請時に介護保険

施設に入所している場合はその施設の欄に、介護

保険施設に入所していない場合は「その他」の欄

に記入すること。認定件数欄についても、申請時

点の区分別で記入すること。 

④ 「利用者負担第三段階②」欄については、その

者の属する世帯全員が市町村民税非課税でかつ公

的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が

１２０万円を超える者または負担限度額が食費に

ついては、１日あたり１，３６０円（ショートス

テイの場合は、１日あたり１,３００円）、居住費

（滞在費）については個室の場合日額１，３１０

円、準個室の場合日額１，３１０円、従来型個室

の場合日額１，３１０円（老健、療養等）、８２０

円（特養等）、多床室の場合日額３７０円であれば

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定

による被保護者（以下「被保護者」という。）にな

らない者であることによる認定件数を記入するこ

と。 

⑤ 「利用者負担第三段階①」欄については、その

者の属する世帯全員が市町村民税非課税であって

かつ公的年金等収入額とその他の合計所得金額の

合計が８０万円を超え１２０万円以下の者または

負担限度額が食費については１日あたり６５０円

（ショートステイの場合は、１日あたり１，００

０円）、居住費（滞在費）については個室の場合日

額１，３１０円、準個室の場合日額１，３１０円、

従来型個室の場合日額１，３１０円（老健、療養

等）、８２０円（特養等）、多床室の場合日額３７

０円であれば被保護者にならない者であることに

よる認定件数を記入すること。 

⑥ 「利用者負担第二段階」欄については、その者

の属する世帯全員が市町村民税非課税でかつ公的

年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が８

０万円以下の者または負担限度額が食費について

は１日あたり３９０円（ショートステイの場合は、

１日あたり６００円）、居住費（滞在費）について

は個室の場合日額８２０円、準個室の場合日額４

介護保険事業状況報告（年報）記載要領 

 

１．一般状況（様式１から様式１の７） 

（１）～（４） （略） 

（５）「（５）食費・居住費にかかる負担限度額認定（総

数）」には、食費・居住費に係る負担限度の減額申

請件数及び減額認定件数について記入すること。 

① 施行法第１３条の規定により平成１２年４月

１日の時点で既に介護老人福祉施設に入所して

いた者（以下「旧措置入所者」という。）に係る

負担減額認定及び市町村民税課税層における特

例減額措置の適用がある者については本欄に含

めず、（７）表及び（１１）表に記入すること。 

② 本表は、当該年度中に受け付けた申請件数及

び決定した食費及び居住費についてそれぞれの

認定件数を記入すること。 

 

 

 

③ 「申請件数」欄については、申請時に介護保険

施設に入所している場合はその施設の欄に、介

護保険施設に入所していない場合は「その他」の

欄に記入すること。認定件数欄についても、申請

時点の区分別で記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 「利用者負担第三段階」欄については、その者

の属する世帯全員が市町村民税非課税であって

「利用者負担第二段階」以外の者または負担限

度額が食費については１日あたり６５０円、居

住費（滞在費）については個室の場合日額１，３

１０円、準個室の場合日額１，３１０円、従来型

個室の場合日額１，３１０円（老健、療養等）、

８２０円（特養等）、多床室の場合日額３７０円

であれば生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）の規定による被保護者（以下「被保護者」と

いう。）にならない者であることによる認定件数

を記入すること。 

⑤ 「利用者負担第二段階」欄については、その者

の属する世帯全員が市町村民税非課税でかつ課

税年金収入額と合計所得金額の合計が８０万円

以下の者または負担限度額が食費については１

日あたり３９０円、居住費（滞在費）については

個室の場合日額８２０円、準個室の場合日額４

９０円、従来型個室の場合日額４９０円（老健、
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９０円、従来型個室の場合日額４９０円（老健、

療養等）、４２０円（特養等）、多床室の場合日額

３７０円であれば被保護者にならない者であるこ

とによる認定件数を記入すること。 

⑦ 「利用者負担第一段階」欄については、国民年

金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第

３４号）に規定する老齢福祉年金受給者（以下「老

齢福祉年金受給者」という。）でかつその者の属す

る世帯全員が市町村民税非課税である者または被

保護者である者（以下「利用者負担第一段階」と

いう。）または負担限度額が食費については１日あ

たり３００円、居住費（滞在費）については個室

の場合日額８２０円、準個室の場合日額４９０円、

従来型個室の場合日額４９０円（老健、療養等）、

３２０円（特養等）、多床室の場合日額０円であれ

ば被保護者にならない者であることによる認定件

数を記入すること。 

⑧ 「合計」欄には「介護老人福祉施設」、「介護老

人保健施設」、「介護療養型医療施設」、「介護医療

院」、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護」及び「その他」の件数の合計を記入すること。 

⑨ 「認定件数（当該年度末）」欄には、当該年度末

現在の有効認定件数の総数を記入すること。 

（６）～（１７） （略） 

 

２．保険給付決定状況（様式２から様式２の８） 

（１）～（３） （略） 

（４）「（３）－１ 高額介護(介護予防)サービス費」に

ついては、介護保険法施行令（平成１０年政令第４

１２号。以下「令」という。）第２２条の２の２及び

第２９条の２の２の規定による高額介護予防サービ

ス費について、件数及び給付費を記入すること。 

  ① 「令和３年４月支出決定分から令和３年８月支

出決定分まで」については、 

ア 世帯合算による高額介護（介護予防）サービス

費を給付した場合は、合算の対象となった各世帯

員の給付費を算定し、「ア 利用者負担第四段階」

「イ 利用者負担第三段階」「ウ 利用者負担第

二段階」「エ 利用者負担第一段階」「オ 合計」

のうち該当する区分の「世帯合算」欄に世帯員ご

との件数及び世帯員全員の給付費をそれぞれ計

上すること。 

イ 世帯合算によらず単独被保険者に対し高額介

護（介護予防）サービス費を支給した場合は、「ア 

利用者負担第四段階」「イ 利用者負担第三段階」

「ウ 利用者負担第二段階」「エ 利用者負担第

一段階」「オ 合計」のうち該当する区分の「その

他」欄に件数、給付費の累計をそれぞれ記入する

こと。なお、「オ 合計」の「その他」欄について

は、それぞれアからエの合計を計上すること。 

 

ウ 令第２２条の２の２第１０項及び第１１項並

びに第２９条の２の２第１０項及び第１１項の

規定により特定公費負担給付から高額介護（介護

予防）サービス費への振替支給（以下「公費振替

分」という。）があった場合は、「イ 利用者負担

第四段階」の「その他」欄に件数、給付費を記入

すること。なお、被保護者に係る分については、

「オ 利用者負担第一段階」の「その他」欄に件

数、給付費を記入すること。また、公費振替分は

償還払い分として扱うことに留意すること。 

エ 「計」欄には、「世帯合算」と「その他」の合計

療養等）、４２０円（特養等）、多床室の場合日額

３７０円であれば被保護者にならない者である

ことによる認定件数を記入すること。 

 

⑥ 「利用者負担第一段階」欄については、国民年

金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第

３４号）に規定する老齢福祉年金受給者（以下「老

齢福祉年金受給者」という。）でかつその者の属

する世帯全員が市町村民税非課税である者また

は被保護者である者または負担限度額が食費に

ついては１日あたり３００円、居住費（滞在費）

については個室の場合日額８２０円、準個室の場

合日額４９０円、従来型個室の場合日額４９０円

（老健、療養等）、３２０円（特養等）、多床室の

場合日額０円であれば被保護者にならない者で

あることによる認定件数を記入すること。 

 

⑦ 「合計」欄には「介護老人福祉施設」、「介護老

人保健施設」、「介護療養型医療施設」、「介護医療

院」、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護」及び「その他」の件数の合計を記入すること。 

⑧ 「認定件数（当該年度末）」欄には、当該年度

末現在の有効認定件数の総数を記入すること。 

（６）～（１７） （略） 

 

２．保険給付決定状況（様式２から様式２の８） 

（１）～（３） （略） 

（４）「（３）－１ 高額介護(介護予防)サービス費」に

ついては、介護保険法施行令（平成１０年政令第４

１２号。以下「令」という。）第２２条の２の２及

び第２９条の２の２の規定による高額介護予防サ

ービス費について、件数及び給付費を記入するこ

と。 

 

ア 世帯合算による高額介護（介護予防）サービス

費を給付した場合は、合算の対象となった各世帯

員の給付費を算定し、「ア 利用者負担第四段階」

「イ 利用者負担第三段階」「ウ 利用者負担第

二段階」「エ 利用者負担第一段階」「オ 合計」

のうち該当する区分の「世帯合算」欄に世帯員ご

との件数及び世帯員全員の給付費をそれぞれ計

上すること。 

イ 世帯合算によらず単独被保険者に対し高額介

護（介護予防）サービス費を支給した場合は、「ア 

利用者負担第四段階」「イ 利用者負担第三段階」

「ウ 利用者負担第二段階」「エ 利用者負担第

一段階」「オ 合計」のうち該当する区分の「そ

の他」欄に件数、給付費の累計をそれぞれ記入す

ること。なお、「オ 合計」の「その他」欄につ

いては、それぞれアからエの合計を計上するこ

と。 

ウ 令第２２条の２の２第１０項及び第１１項並

びに第２９条の２の２第１０項及び第１１項の

規定により特定公費負担給付から高額介護（介護

予防）サービス費への振替支給（以下「公費振替

分」という。）があった場合は、「イ 利用者負担

第四段階」の「その他」欄に件数、給付費を記入

すること。なお、被保護者に係る分については、

「オ 利用者負担第一段階」の「その他」欄に件

数、給付費を記入すること。また、公費振替分は

償還払い分として扱うことに留意すること。 

エ 「計」欄には、「世帯合算」と「その他」の合
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を記入すること。 

オ なお、「利用者負担第一段階」とは、「利用者負

担第一段階」である者または利用者負担上限額が

１５，０００円であれば被保護者にならない者、

「利用者負担第二段階」とは、その者の属する世

帯全員が市町村民税非課税であってその合計所

得金額と課税年金収入額が年間８０万円以下で

ある者、「利用者負担第三段階」とは、その者の属

する世帯全員が市町村民税非課税であって利用

者負担第２段階該当者以外の者または利用者負

担上限額が２４，６００円であれば被保護者にな

らない者、「利用者負担第四段階」とは「利用者負

担第一段階」、「利用者負担第二段階」、「利用者負

担第三段階」のいずれにも該当しない者とする。 

なお、世帯合算の場合で、 

(a)「利用者負担第一段階」に該当する世帯員

と「利用者負担第三段階」に該当する世帯

員がいる場合には、「利用者負担第三段

階」に 

(b)「利用者負担第一段階」に該当する世帯員 

と「利用者負担第二段階」に該当する世帯 

員がいる場合には、「利用者負担第二段 

階」に 

(c)「利用者負担第三段階」に該当する世帯員

と「利用者負担第二段階」に該当する世帯

員がいる場合には、「利用者負担第三段

階」に 

それぞれ記入すること。 

 

② 「令和３年９月支出決定分から令和４年３月支

出決定分まで」については、 

ア 世帯合算による高額介護（介護予防）サービ

ス費を給付した場合は、合算の対象となった各

世帯員の給付費を算定し、「ア（ア）利用者負

担第四段階（現役並み所得者Ⅲ）」、「ア（イ）

利用者負担第四段階（現役並み所得者Ⅱ）」、「ア

（ウ）利用者負担第四段階（現役並み所得者Ⅰ、

一般）」「イ 利用者負担第三段階」「ウ 利用

者負担第二段階」「エ 利用者負担第一段階」

「オ 合計」のうち該当する区分の「世帯合算」

欄に世帯員ごとの件数及び世帯員全員の給付

費をそれぞれ計上すること。なお、「ア 利用

者負担第四段階」には、ア（ア）から（ウ）の

合計を計上すること。また、世帯合算時に利用

者負担区分が異なる世帯員がいる世帯におい

ては、世帯員の中で最も負担上限額が高い区分

の欄に計上すること。 

 イ 世帯合算によらず単独被保険者に対し高額

介護（介護予防）サービス費を支給した場合は、

「（ア）利用者負担第四段階（現役並み所得者

Ⅲ）」、「（イ）利用者負担第四段階（現役並み所

得者Ⅱ）」、「（ウ）利用者負担第四段階（現役並

み所得者Ⅰ、一般）」、「イ 利用者負担第三段階」

「ウ 利用者負担第二段階」「エ 利用者負担第

一段階」「オ 合計」のうち該当する区分の「そ

の他」欄に件数及び給付費の累計をそれぞれ記

入すること。なお、「オ 合計」の「その他」欄

については、それぞれアからエの合計を計上す

ること。 

 ウ 「ア 利用者負担第四段階（総数）」には、「（ア） 

利用者負担第四段階（現役並み所得者Ⅲ）」、

「（イ）利用者負担第四段階（現役並み所得者

計を記入すること。 

オ なお、「利用者負担第一段階」とは、利用者負

担第一段階でかつその者の属する世帯全員が市

町村民税非課税である者または被保護者または

利用者負担上限額が１５，０００円であれば被保

護者にならない者、「利用者負担第二段階」とは、

その者の属する世帯全員が市町村民税非課税で

あってその合計所得金額と課税年金収入額が年

間８０万円以下である者、「利用者負担第三段階」

とは、その者の属する世帯全員が市町村民税非課

税であって利用者負担第２段階該当者以外の者

または利用者負担上限額が２４，６００円であれ

ば被保護者にならない者、「利用者負担第四段階」

とは「利用者負担第一段階」、「利用者負担第二段

階」、「利用者負担第三段階」のいずれにも該当し

ない者とする。 

なお、世帯合算の場合で、 

①「利用者負担第一段階」に該当する世帯員と

「利用者負担第三段階」に該当する世帯員が

いる場合には、「利用者負担第三段階」に 

 

②「利用者負担第一段階」に該当する世帯員と

「利用者負担第二段階」に該当する世帯員が

いる場合には、「利用者負担第二段階」に 

 

③「利用者負担第三段階」に該当する世帯員と

「利用者負担第二段階」に該当する世帯員が

いる場合には、「利用者負担第三段階」に 

それぞれ記入すること。 
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Ⅱ）」、「（ウ）利用者負担第四段階（現役並み所

得者Ⅰ、一般）」それぞれの合計を計上するこ

と。 

エ 令第２２条の２の２第１０項及び第１１項

並びに第２９条の２の２第１０項及び第１１

項の規定により特定公費負担給付から高額介

護（介護予防）サービス費への振替支給（以下

「公費振替分」という。）があった場合は、「（ウ）

利用者負担第四段階（現役並み所得者Ⅰ、一

般）」の「その他」欄に件数、給付費を記入す

ること。なお、被保護者に係る分については、

「オ 利用者負担第一段階」の「その他」欄に 

件数、給付費を記入すること。また、公費振替

分は償還払い分として扱うことに留意するこ

と。 

オ 「計」欄には、「世帯合算」と「その他」の

合計を記入すること。 

カ なお、「利用者負担第一段階」とは、「利用者

負担第一段階」である者または利用者負担上限

額が１５，０００円であれば被保護者にならな

い者、「利用者負担第二段階」とは、その者の

属する世帯全員が市町村民税非課税であって

その合計所得金額と課税年金収入額が年間 80

万円以下である者、「利用者負担第三段階」と

は、その者の属する世帯全員が市町村民税非課

税であって利用者負担第一段階（被保護者を 

除く。）及び第二段階該当者以外の者または利

用者負担上限額が２４，６００円であれば被

保護者にならない者、「（ア）利用者負担第四段

階（現役並み所得者Ⅲ）」とは、課税所得が６

９０万円以上である第一号被保険者（本人を

含む）が同一世帯内にいる者、「（イ）利用者負

担第四段階（現役並み所得者Ⅱ）」とは、課税

所得が３８０万円以上で６９０万円未満であ

る第一号被保険者（本人を含む）が同一世帯内 

にいる者、「（ウ）利用者負担第四段階（現役並

み所得者Ⅰ、一般）」とは、「利用者負担第一段

階」、「利用者負担第二段階」、「利用者負担第三

段階」、｢（ア）利用者負担第四段階現役並み所

得者（上位所得者）（現役並み所得者Ⅲ）｣、

「（イ）利用者負担第四段階（現役並み所得者

Ⅱ）」のいずれにも該当しない者とする。 

 

（５）～（７） （略） 

 

３～６ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）～（７） （略） 

 

３～６ （略） 
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介護給付費財政調整交付金及び介護給付費負担金の適正な交付並びに財政安定化基

金の運営について  

 

（１）介護給付費財政調整交付金における不適切事案について  

 ① 会計検査院指摘分  

   会計検査院が、平成２６年度から令和２年度までの間に交付された介護給付

費財政調整交付金について実地検査を行った結果、５県５保険者において、介

護給付費財政調整交付金が過大に交付（１１０，６０９千円）され、不当であ

るとの指摘を受けた。  

   指摘内容は、所得段階別加入割合補正係数の算出の誤り（具体例：各所得段

階人数の集計を誤って所得段階別被保険者数を記載）や、調整基準標準給付費

の算出の誤り（具体例：高額医療合算介護（介護予防）サービス費の過大計上）

などによるものである。  

 ② 各保険者自主点検分  

   会計検査院の会計実地検査とは別に、毎年度実施をしていただいている過去

５年度分の各保険者自主点検分による再確定処理については、４５都道府県の

２３０保険者において、介護給付費財政調整交付金が会計検査院による指摘と

同様の理由により過大（９２，５２３千円）に交付されていることも判明した。 

 ③ 不適切事案の主たる要因  

   これらのような事例は、制度創設からこれまでの間、例年発生しているとこ

ろであり、指摘事項の大半は、制度の理解が不十分なことに起因した各種諸係

数の捉え方の誤り、調整基準標準給付費の算定時における数値の計上誤りや様

式帳票への転記ミスなどといったケアレスミスによるものとなっており、関係

法令や交付要綱等を理解していないことや数値等の確認が不十分であったこと

が、その主たる要因となっている。  

   また、従前から介護保険事業状況報告等を活用し、数値等の検証を十分行う

よう指導しているところであるが、会計検査院から指摘を受けたり、自主点検

分による再確定処理が発生したりした都道府県においては、それを怠っている

ことが認められたところである。  

 ④ 今後の課題  

     各都道府県におかれては、介護給付費財政調整交付金の各種係数の算定方法

や誤りやすい事例などについて、各保険者を集めた事務研修会や勉強会の開催

参考資料１０  
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などを通じて、制度に対する十分な理解を促していただくとともに、介護保険

事業状況報告等から、大きく異なる点がないかといった確認・検証について、

国からも比較表を示しているにも係わらず、確認をしていない保険者も見受け

られるため、保険者自らが確認を行うことはもとより、都道府県におかれても

確認・検証を行うなど、各保険者に対する適切な助言・指導に努めていただき

たい。  

 

（２）不適切事案を防止するための対策について  

 ① 簡易シートの活用  

   介護給付費財政調整交付金の制度への理解と事務処理軽減の一助として普通

調整交付金を簡易に算定できるシート（以下「簡易シート」という。）（別添．

１及び別添．２）を作成し、別途配布することにしているので活用いただきた

い。  

 ② 研修会及び勉強会の活用  

   都道府県が管内各保険者を集めた研修会や勉強会を開催するにあたっては、

国としても講師の派遣や資料提供などの協力依頼について、今後もできる限り

対応していきたいと考えているので、ご相談いただきたい。  

 ③ 研修会及び勉強会の内容  

   例えば、「介護保険財政の適正な事務処理について」をテーマとし、国から

派遣された講師作成によるレジュメを用いながら、各保険者職員に対し、「介

護保険財政の現状」、「介護給付費財政調整交付金の目的と役割」という基本

概念から始まり、簡易シートを活用した具体的な計算など、各事務担当者がど

のような点についてミスを犯しやすい傾向にあるのか等を実例を用いながら、

なるべくわかりやすく解説することが考えられる。  

④ チェック体制の強化  

   令和２年度の交付において、保険者から国へ報告する係数を担当者が転記ミ

スした等の理由により数千万円の過小交付となった事案が複数発生した。担当

者任せにすること無く、必ず管理者等が確認してから国へ報告するようにお願

いしたい。  
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（３）介護給付費負担金について  

  保険者において、平成２７年度から令和元年度までの間に交付された介護給付

費負担金について、自主点検を行ったところ、「施設等分」と「その他分」の計

上誤り等により、介護給付費負担金の算定に誤りがあることが判明した（計２１

１件）。  

誤りの内容は、保険者が、介護給付費等のうち特定施設入居者生活介護費を「施

設等分」と「その他分」とに区分する際に、「施設等分」に計上するところ、誤

って「その他分」に計上したことにより、介護給付費負担金の額が過大となった

等である。  

各都道府県におかれては、今後とも介護給付費財政調整交付金と同様、適正な

運用が図れるよう、「介護給付費負担金の適切な算定について」（平成２３年８

月１７日付け厚生労働省老健局介護保険計画課長通知）を参考に、管内保険者へ

の適切な助言・指導に努めていただきたい。  
  また、令和元年度以降、事業実績報告に当たっては、審査支払手数料について 

「施設等分」と「その他分」とに区分して計上することとなる。詳細については、

「令和元年度以降の介護給付費負担金の事業実績報告について」（令和元年９月

５日付け当課事務連絡）をご参照のうえ、適切にご対応されたい。 

 

（４）各保険者の主な誤り事由について  

  参考までに、令和３年度における介護給付費財政調整交付金及び介護給付費負

担金の会計検査院会計実地検査及び各保険者の自主点検における主な誤り事由

（別添．３）を添付するので今後の業務の参考にしていただきたい。  

 

（５）財政安定化基金の運営について  
  平成２８年３月に会計検査院から、会計検査院法第３０条の３の規定に基づく

報告（「介護保険制度の実施状況に関する会計検査の結果について」）が行われ、

厚生労働省に対して財政安定化基金の運営について、「厚生労働省において、財

政安定化基金からの交付金については、保険者間の負担の公平性を確保するため

に、交付超過額が生じた保険者から当該交付超過額を返還させる取扱いとするこ

となどについて検討すること」等の指摘を受けたところ。 

このため、当該指摘を踏まえ、「財政安定化基金の運営について」（平成２９

年３月１５日付け介護保険計画課長通知）を発出したところであり、引き続き財

政安定化基金の交付額の精算について、各自治体の実情等に応じて必要な措置を

検討いただくようお願いしたい。 
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■
　
事
　
由
　
■

【
介
護
給
付
費
財
政
調
整
交
付
金
】

調
整
基
準
標
準
給
付
費
の
算
定
誤
り
（
高
額
介
護
ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞｽ
費
の
算
定
額
誤
り
）

6
9

(3
)

普
通
調
整
交
付
金
交
付
割
合
の
算
定
誤
り
（
所
得
段
階
別
被
保
険
者
数
の
計
上
誤
り
）

1
0

(4
)

特
別
調
整
交
付
金
の
重
複
申
請
他
に
よ
る
減
免
額
の
決
定
誤
り

1
2

(0
)

調
整
基
準
標
準
給
付
費
の
算
定
誤
り
（
介
護
・
予
防
給
付
費
の
計
上
誤
り
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2
1
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調
整
基
準
標
準
給
付
費
の
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定
誤
り
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額
医
療
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予
防
）
ｻ
ｰ
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計
上
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り
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の
算
定
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誤
り
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1
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調
整
基
準
標
準
給
付
費
の
算
定
誤
り
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害
賠
償
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そ
の
他
収
入
額
の
計
上
誤
り
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整
基
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り
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計
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算
定
誤
り
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用
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入
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等
の
計
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り
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■
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】
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